
漁
業
法
及
び
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

漁
業
法
の
一
部
改
正

一

特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
の
状
況
に
関
す
る
事
項
の
報
告
等

㈠

漁
獲
割
当
管
理
区
分
又
は
漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外
の
管
理
区
分
に
お
い
て
、
特
定
水
産
資
源
の
う
ち
、
個
体
の
経

済
的
価
値
が
高
く
、
か
つ
、
国
際
的
な
枠
組
み
、
資
源
評
価
、
個
体
の
取
引
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
特
に
厳

格
な
漁
獲
量
の
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
別

管
理
特
定
水
産
資
源
」
と
い
う
。
）
の
採
捕
を
す
る
者
は
、
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
し
た
と
き
は
、
採
捕

を
し
た
個
体
の
数
、
漁
獲
量
等
を
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
採
捕
に
係
る
船

舶
等
の
名
称
、
個
体
ご
と
の
重
量
等
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
関
係
）

㈡

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
、
違
反
行
為
を
し
た
者
が
使
用
す
る
船
舶
に
つ
い
て
即
時
に
停
泊
等
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
、
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
し
た
者
が
㈠
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
、
か
つ
、
当
該
違
反
行
為
を
引
き
続
き
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
四
条
関
係
） 

二 
漁
業
者
等
に
関
す
る
情
報
の
利
用
等 

農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す
る
漁
業
者
等
に
関

す
る
情
報
を
、
そ
の
保
有
に
当
た
っ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用
し
、
又
は
相
互
に

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
関
係
す
る
国
の
行
政
機
関
等
に
対
し
て
、
漁
業
者
等
に
関
す
る
情
報

の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
百
七
十
八
条
関
係
） 

三 

罰
則 

㈠ 

一
の
㈠
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
百
九
十
二
条
関
係
） 

㈡ 

衛
星
船
位
測
定
送
信
機
そ
の
他
の
電
子
機
器
の
設
置
及
び
常
時
作
動
に
関
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た

と
き
等
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 （

第
百
九
十
五
条
関
係
） 

㈢ 

法
人
の
代
表
者
等
が
そ
の
法
人
の
業
務
等
に
関
し
、
㈠
の
違
反
行
為
等
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、



そ
の
法
人
に
対
し
て
、
一
億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
科
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

（
第
二
百
条
関
係
） 

第
二 
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

一 

目
的
規
定
の
改
正 

水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
我
が
国
の
措
置
に
違
反
し
た
行
為
に
係
る
水
産
動
植
物
の
流
通
に
つ
い
て
法
目

的
に
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
一
条
関
係
） 

二 

定
義 

現
行
の
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
を
特
定
第
一
種
第
一
号
水
産
動
植
物
と
し
、
漁
業
法
に
規
定
す
る
特
別
管
理
特
定
水

産
資
源
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
等
を
特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
と
定
義
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
条
関
係
） 

三 

特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
に
関
す
る
規
制
の
新
設 

㈠ 

特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
に
関
す
る
情
報
の
伝
達 

１ 

特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
事
業
を
行
う
者
及
び
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
は
、

特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
に
つ
い
て
他
の
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
へ
の
譲
渡
し
等
を
す



る
と
き
は
、
当
該
特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
の
採
捕
に
使
用
し
た
船
舶
等
の
名
称
、
重
量
等
を
当
該
相
手

方
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
関
係
） 

２ 
１
に
よ
り
伝
達
す
べ
き
事
項
を
相
手
方
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
事
項
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
当
該
相
手
方
に
伝
達
し
た
と
き
は
、
１
の
伝
達
を
し
た
も
の
と
み
な

す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
三
項
関
係
） 

㈡ 

特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
に
関
す
る
取
引
の
記
録
の
作
成
及
び
保
存 

 

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
は
、
特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
に
つ
い
て
他
の
特
定
第
一
種
水

産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
と
の
間
で
の
譲
渡
し
を
し
た
と
き
等
は
、
当
該
特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
に
関
す

る
名
称
、
重
量
又
は
数
量
、
譲
渡
し
等
を
し
た
年
月
日
等
の
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
九
条
関
係
） 

㈢ 

勧
告
及
び
命
令 

農
林
水
産
大
臣
が
勧
告
又
は
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
対
象
に
㈠
及
び
㈡
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
者
を
追
加

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
十
条
関
係
） 



㈣ 

特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
に
関
す
る
輸
出
の
規
制 

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
等
が
交
付
す
る
適
法
漁
獲
等
証
明
書
を
添
付
し
て
あ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
を
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
三
条
第
一
項
関
係
） 

四 

指
定
交
付
機
関 

農
林
水
産
大
臣
は
、
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
交
付
機
関
」
と
い
う
。
）
に
適
法
漁
獲
等
証
明
書
の
交
付
に
関

す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
指
定
交
付
機
関
の
指
定
及
び
交
付
に
関
す
る
事
務

に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 

（
第
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
関
係
） 

五 

罰
則 

㈠ 

指
定
交
付
機
関
に
係
る
所
要
の
罰
則
に
つ
い
て
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

（
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
九
条
関
係
） 

㈡ 

三
の
規
定
等
に
違
反
し
た
と
き
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条
関
係
） 

第
三 

附
則 



一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
は
別
に
政
令
で
定
め
る
日
等
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
） 

三 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い

て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
附
則
第
九
条
関
係
） 

四 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

（
附
則
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
） 

 


